
長岡市告示第２１３号 
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の規定により、次のとおり使用

料の徴収事務を委託したので、同条第２項及び長岡市財務規則（平成３年長岡市規則第１

５号）第６２条第２項の規定に基づき、告示します。 

 

令和６年４月１日 

 

長 岡 市 長  磯 田 達 伸 

 

１ 委託事務の内容及び委託先 

委託事務の内容 委託先住所 委託先氏名 

長岡市川口地域福祉センタ

ー末広荘の使用料徴収事務 

長岡市台町２丁目４番

５６号 

公益社団法人長岡市シル

バー人材センター  

理事長 本多 昌治 

 

２ 委託を必要とする理由 

  指定管理者制度の導入に伴い、使用料徴収事務の合理化を図るため 

 

３ 委託する期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
 


